知財訴訟（特許権侵害訴訟）のプロセス及び審査期間に関する情報確認
【確認したい情報】訴訟期間と審議プロセス他（詳細は下記相談内容ご参照下さい）
【訴訟内容】
米国で認可製造販売されている医薬品（抗悪性腫瘍治療薬、日本での一般名：ベンダムスティン塩酸塩水和物　通称「トレアキシン」、　特許権所有者米国Eagle Pharmaceuticals, Inc, 「以下E社」）の日本でのライセンス許諾者は「シンバイオ製薬株式会社」（以下S社）であります。本医薬品のジェネリック医薬品が厚労省の認可を取得して（認可取得計4社）日本国内で一昨年（2022年）に認可4社の内販売強行2社より発売されました。
[bookmark: _Hlk160790597]S社は厚労省の認可時点（2022年2月）でジェネリック医薬品認可取得の4社に「E社特許への侵害可能性とS社の権利を侵害し損害賠償問題に発展する可能性有り」として、販売しない様あらかじめ申し入れを行いました。
然しながら上記申し入れにもかかわらず、実際にジェネリック医薬品が2社（「東和医薬品株式会社」並びに「ファイザー株式会社」）により販売されたので、販売を強行した左記2社それぞれを相手に米国E社と日本S社が共同で2023年12月16日（対東和薬品）及び2023年12月26日（対ファイザー）に東京地方裁判所に「特許侵害に基づく後発医薬品の製造販売の差止及び損害賠償請求」訴訟を提起しました。
S社の公表IR情報では訴訟判決予定は2024年前半となっております。それ以上のニュースはS社より開示されておりません。

相談者と本訴訟の関係：
相談者はS社の株式を所有しておる株主です。訴訟には直接＆間接全く関係しておりません。本訴訟の結果が私の保有する株式資産に多大な影響があるので、訴訟の進展に大いに関心を持っております。
会社業績はジェネリック承認前2022年には売上100億円純利益12億円を達成しいておりますが2023年はジェネリック販売の影響を受けて売上56億円純利益は19億円の赤字となり、市場株価もジェネリック承認前に比べ数分の１になっております。
E社では本医薬品に関し、米国内で何件かの特許侵害訴訟を経験してきており、これまでE社が勝訴（和解勧告含め）してきております。
【相談内容】：
ご回答は一般的な法曹界の解釈、判断、慣行に基づく範囲内のもので結構です。訴訟の具体的な審議内容に踏み込んで頂く必要はありません。
1） 訴訟期間と審議のプロセスについて：
WEBでの公開情報から、知財訴訟は判決までの時間（平均審理期間）は約12ケ月と理解しております。審議のプロセスは最初に特許侵害の有無について原告と被告間のやりとりがあり、その内容を踏まえ、次のステージへの移行が決まる。即ち裁判所側の心証判断が侵害可能性有る場合に次のステージとして侵害に伴う審議（損害賠償金額に関する審議）に移って行く。
従い、「裁判の期間が長くなる事は、裁判所（裁判官）の心証では特許侵害の可能性は高いと推測できる。」と私は理解しております。
問合わせ内容は；
➀判決までの期間はどの程度ですか？　
特許侵害が無いと裁判所が判断したケースと特許侵害有りと判断したケース、それぞれについての判決までの推測期間。
②仮に審理期間が長い（本件では2024年3月22日時点で既に提訴後15ケ月）事の背景の有無？
上記➀のご回答次第ですが、平均審理期間が12ケ月とすると、15ケ月も経過している事は“特許侵害が有り、又は特許侵害の疑いが強いと考えられるので審理期間が長くなっている”と判断出来るのでしょうか？
2） 判決日の告知は何時頃開示されますか：
裁判所はどのタイミングで、判決日を原告及び被告に通知するのですか？　判決を言い渡す際のルールや慣習の様なものはあるのでしょうか？
又、判決日を訴訟に関係ない人も知る方法はありますか？　
3） 裁判の傍聴可能性
一般の人が判決を傍聴する事は可能でしょうか？　

以上
